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令和３年 第 7回（定例会） 

厚真町教育委員会会議録 

 

１ 開会 令和３年５月２７日（木） 午後２時３０分 

 

 

２ 閉会 令和３年５月２７日（木） 午後３時５０分    

 

 

３ 出席委員の氏名 

遠藤 秀明  池川 徹  金光 えり  日西 大介 

 

  

４ 委員及び傍聴人以外の会議出席者氏名 

生涯学習課長 加藤 克彦 

生涯学習参事 宮下 桂   

生涯学習参事 作田 和彦 

 

 

５ 会議録署名委員の指名 

    （ 金光 えり ） 

    （ 池川 徹 ） 

   

６ 教育長報告 

（１）行事参加等の動向                     （資料１） 

（２）条例又は規則に定める委員の委嘱              （資料２） 

【質疑】 

池川委員  ：スポーツ推進委員の任期は設置規則上２年と定められている中で、新

型コロナという特殊な状況とは言え、１年延長という取扱いをしてよ

いのか？ 

遠藤教育長 ：１年延長というよりは、再任という理解をしている。任期が１年とな

っているのは委嘱する側として本来２年のところを１年に縮めたと

いうこと。昨年度実際に活動する機会がなかったことによるやむを得

ない判断とした。 

  加藤課長  ：委員の皆さんには了承してもらってのことであるが、確かに規則に照

らして「どうか？」ということはある。 
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  池川委員  ：委嘱を出すのに委員の了承は必要ではないのではないか。単に再任な

ら理解できるが、本来任期２年のところを、その時々の判断で任期を

延長したり縮小したりして委嘱を出すのというはやはりおかしいの

ではないか。 

  遠藤教育長 ：事務局には、現委員長の高橋さんから高齢を理由に引退したいとの意

向が伝えられていたとのことである。事務局としては、現委員を２年

間再任したいという当初案であったが、高橋委員長から１年延長とい

うことであれば引き受けられるという話があり、それでは任期を１年

にという経緯であったと承知している。 

  池川委員  ：委員を委嘱する権限は誰にあるのか。 

  遠藤教育長 ：教育委員会にある。 

  池川委員  ：２年という規則の規定を正規の手続きを経ずに、取り扱い上で変更し 

てしまうのは、やはりおかしいのではないか。委員長職も委嘱なのか。 

  宮下参事  ：委員長は委員による互選である。 

  池川委員  ：そうであれば、本来の規定どおり任期は２年ということで委嘱した上

で、仮に１年で退任や欠員が生じたら、新たな委員を補選するなり、

委員長を互選するのが本来であると思うがいかがか。 

  加藤課長  ：そのとおりであるので、再調整したい。 

  遠藤教育長 ：本来の２年任期とし、１年後の委員の動向により補充や互選を行うこ

とで再度調整する。 

   

８ 所管報告 

学校教育グループ 

（１）中央地区第１回学校運営協議会（４月 23日）について     （資料３）  

（２）産業建設常任委員会（４月 28日）について          （資料４） 

（３）厚真町教育研究所第２回運営委員会（５月７日）について 

（４）厚真町教育研究所第１回全体研修会・部会研究（５月 19日）について 

（資料５） 
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（５）５月の校長会・教頭会について                （資料６） 

社会教育グループ 

（１）社会教育委員の会議（４月 27日）について          （資料７） 

（２）東京 2020オリパラ大会聖火リレー記念さくら植樹プロジェクト（５月 15日） 

について  

【質疑】  

  池川委員  ：産業建設常任委員会の質疑関係で、教員住宅に一般住民の入居が 15

戸とあるがこれはごく普通の一般の住民が 15戸ということか。 

  宮下参事  ：そのとおりである。 

  池川委員  ：家賃はどのようになっているのか。 

  宮下参事  ：家賃については各物件の築年数やその後のメンテナンス状態等に応じ

て、町有建物規則に沿って定められており、その額に応じて納めてい

ただいている。 

  池川委員  ：公営住宅は所得で金額が変動するがそういったことはないのか。 

  宮下参事  ：教員住宅に関してはそのような取り扱いではない。一般の公営住宅の

要件等は町有住宅・教員住宅には反映されない。 

  池川委員  ：９割埋まっているが、現在の空き物件には希望する人がいれば入居さ 

せるのか。 

  宮下参事  ：可能であるが、空いている物件は極めて老朽化している。 

  池川委員  ：オリパラの植樹はどこに植えたのか。 

  加藤課長  ：スポーツセンターの道路側で、花壇と町道の間である。 

  池川委員  ：このプロジェクトは吉野地区に植えたものとはまた別物か。 

  加藤課長  ：吉野地区のものは災害復興という趣旨である。今回はオリパラ記念と

いうことで実施しているので全くの別物である。 

   

９ 議案 

議案第１号 厚真町育英資金貸付条例施行規則の一部改正について   （資料８） 

議案第２号 令和３年度厚真町育英資金の貸付け（早期貸付）について （資料９） 
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【質疑】  

  池川委員  ：新型コロナウイルスは、災害には該当しないのか。 

  宮下参事  ：「その他：特別の事由のある世帯」に該当させることが想定される。 

【異議なし】 

 

10 協議 

  （１）厚真町議会第２回定例会提出補正予算要求について       （資料 10） 

 

11 その他 

（１） 教育委員会用タブレット端末の導入について 

（２） 公共施設の利用制限について 

 

 

12 次回委員会の開催日程 

  ・６月 28日（月） 午後２時 30分（予定） 

 

 

13 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


